
建設 工事等 に係 る秘密等 の保全又 は保護 の確保 に関す る違約金条項

第 1条  受注者 は、秘密保全 に関す る訓令 (平 成 19年 防衛省 訓令第 36号 )

第 2条 第 1項及 び防衛装備庁 にお ける秘密保 全 に関す る訓令 (平成 27年
防衛装備 庁訓令第 26号 )第 2条第 1項 に規 定す る 「秘密 」又 は特定秘密
の保護 に関す る法律 (平成 25年 法律第 108号 )第 3条第 1項 に規定す
る 「特 定秘密」 (以 下 「秘密等」 とい う。 )で あつて、秘密 の保全 に関す
る特約条項又 は特定秘密 の保護 に関す る特約条項 に基づ き受注者 が保 全又

は保護 すべ き ものを当該秘密等 に接す る権 限 のない者 に漏 えい (以 下単 に

「漏 えい」 とい う。 )し た ことを発注者 が証 明 した場合 は、発 注者 が契約
の全部又 は一部 を解 除す るか否 か にかかわ らず 、次 の各号 に掲 げる基準 に

従 い、発注者 が指定す る期 間内に違約金 を支払 わなけれ ばな らない。 ただ

し、受注者 が、 当該秘密等 の漏 えい について、 自己の責 に帰すべか らざる

事 由に よ り生 じた こ とを証 明 した ときは、 この限 りでない。

(1)漏 えい した秘密等 の区分 に応 じて、それ ぞれ次 に掲 げ る金額
ア 「秘密 」 の ときは、契約金額 の 100分 の 5
イ 「特定秘密 」 の ときは、契約金額 の 100分 の 7.5
(2)次 のアか らウまでの事 由に該 当す る場合 には、前号 に掲 げ る金額 に、
それ ぞれ 当該 アか らウまで に掲 げ る金額 を加算

ア 秘密等 の漏 えいが受 注者 の故意又 は重大 な過 失 による と認 め られ る
ときは、前号 に掲 げ る金額 と同額

イ 受注者 が発注者 に対 し、秘密等 の漏 えいの事 実 を直 ちに報告 しなか
った ときは、前号 に掲 げ る金額 に 100分 の 50を 乗 じた金額
ウ 受 注者 が発 注者 に対 し、秘密等 の漏 えい に関 し虚 偽 の報告 を した と
きは、前号 に掲 げ る金額 に 100分 の 50を 乗 じた金額

(3)受 注者 が、過去 10年 以 内に秘密等 を漏 えい (当 該漏 えいが本契約 に
係 るものであ るか、発注者 と受注者 間 の他 の契約 に係 る ものであ るか を

問わない。 )し 、発注者 に よ り第 1号 のいずれか に該 当す るもの として
違約金 を請求 され ていた場合 において は、今 回漏 えい した秘密 等 の区分

に応 じて同号 に掲 げ る金額 と同額 を加算

(4)前 号 に規定す る場合 にお ける当該過去 の秘密等 の漏 えいが第 2号 に掲
げ る加 算事 由のいずれか に該 当す る とされ た場合 であって、今 回の秘密

等 の漏 えいが 当該加 算事 由 と同一 の事 由に該 当す る ときは、前号 に掲 げ

る金額 の加 算 に加 えて、 当該加 算事 由に応 じて第 2号 に掲 げ る金額 と同
額 を加 算

(5)秘 密 等 の漏 えいが、第 2号 のイ 又は ウに掲 げ る事 由に該 当せず 、かつ 、
受注者 の極 めて軽微 な過失 に よる と認 め られ る ときは、第 1号 、第 3号
及び前号の規定 にかかわ らず、契約金額 の 100分 の 5以 内で発注者 が
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定 める金額

2 受注者 が複数 の秘密等 を一 の行 為 において漏 えい した場合 は、漏 えい し
た各秘密等 につ いて算 出 した違約金 の額 の最 高額 を もって違約金 の額 とす

る。

3 受注者 が発注者 との間の複数 の契約 において保 全又 は保護すべ き もの と
されてい る秘密等 を漏 えい した場合 において、いずれ の契約 の履行 にお け

る漏 えいか受注者 が証 明で きない ときは、当該秘密等 が漏 えい した疑 いが

あ る各契約 について算 出 した違約金 の額 の最 高額 を もって違約金 の額 とす

る。

4 受注者 が違約金 を発 注者 の指定す る期 間内 に支払 わない場合 は、受注者
は、 当該期 間 を経過 した 日か ら支払 い をす る 日までの 日数 に応 じ、未納金

額 に対 し、国の債権 の管理等 に関す る法律施行令 (昭 和 31年 政令第
337号 )第 29条 第 1項 本文 の規定 に基づ き財務 大 臣の定 め る延 納利 息
の率 を乗 じて計算 した額 の延納利 息 を発 注者 に支払 わなけれ ばな らない。

第 2条  受注者 が秘密 等 を保 全又 は保護 す る責任 があ る期 間は、受注者 が発
注者 か ら秘密等 を指定 した 旨の通知 を受 けた ときか ら、 当該秘密等 の指 定

にかか る期 間 (発 注者 が 当該期 間 を延長す る旨受注者 に通知 した場合 は、

当該延長後 の期 間)が 終 了す るまで、又 は発 注者 が秘密等 の指定 を解 除す
るまで とす る。 ただ し、発 注者 が受注者 に秘密等 を提供す る場合 は、 当該

秘密等 を受注者 が受領 した ときか らとす る。

2 前項 に定 める受注者 が秘密等 を保全 又は保護す る責任 が ある期 間に受注
者 が秘密等 を漏 えい した ときは、 当該期 間又 は当該期 間経過 後 3年 を経過
す るまでの間、発注者 は、受注者 に対 して前条 の規定 に基 づ く違約金 を請

求 で きるもの とす る。

3 本違約金条項 が付 され てい る契約 が終 了 し、又 は解 除 され た場合で あっ
て も、第 1項 に定 める受注者 が秘密等 を保全又 は保護す る責任 があ る期 間
及 び前項 の規 定 に基づ き発 注者 が受注者 に対 して違約金 を請求で き る期 間

は、本違約金条項 は、なおその効力 を有す るもの とす る。

第 3条  本違約金条項 の規定 は、 これ に基づ く違約金 とは別 に発注者 がその
損 害 につ き受注者 に対 し賠償 を請求す るこ とを妨 げない。

第 4条  契約書 の締結者 の規定が 甲及 び 乙 となってい る ときは、 この特約条
項 において、 甲を発 注者及 び 乙を受注者 として適用す るもの とす る。
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